
 

各都道府県等におけるリフォーム相談窓口の設置について 

 

様々な業種・業者が参入するリフォーム市場においては、消費者に対して、業者

の選定方法、リフォーム工事前の書面による契約の重要性、見積書の見方などに関

する情報提供・アドバイスを行うことが必要である。 

これまで、（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターがインターネットを活用

した情報提供（リフォネット http://www.refonet.jp/）や冊子の配布等による情

報提供を行ってきたところであるが、今般、消費者の身近なところでアドバイスで

きる体制の充実を図るため、各都道府県、政令市毎に１カ所以上のリフォーム相談

窓口を新たに設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 訪問販売による工事契約、強引な契約等によって発生したトラブルに関する相談については、全

国各地の消費生活センターや（独）国民生活センター等との連携を図りつつ対応。  
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